
 

〇 地 域 建 設 業 経 営 強 化 融 資 制 度 に 係 る 債 権 譲 渡 承 諾 事 務 処 理 要 領  

 

                   制 定  令 和 ５ 年 ２ 月 ６ 日  

                   施 行  令 和 ５ 年 ２ 月 ６ 日  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は ， 柏 市 （ 以 下 「 市 」 と い う 。 ） と 受 注 者 が ， 平

成 ２ ０ 年 １ ０ 月 １ ７ 日 付 け 国 総 建 第 １ ９ ７ 号 及 び 国 総 建 整 第 １ ５

４ 号 国 土 交 通 省 建 設 流 通 政 策 審 議 官 通 知 に 規 定 さ れ た 地 域 建 設 業

経 営 強 化 融 資 制 度 （ 以 下 「 融 資 制 度 」 と い う 。 ） を 利 用 す る 場 合

に お け る ， 建 設 工 事 請 負 契 約 書 約 款 第 ５ 条 第 １ 項 た だ し 書 き に 基

づ く 受 注 者 が 行 う 権 利 の 譲 渡 の う ち ， 債 権 の 譲 渡 承 諾 手 続 に 関 し

必 要 な 事 項 を 定 め る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 領 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ， 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 (1) 発 注 者  債 権 の 譲 渡 の 対 象 と な っ た 工 事 請 負 契 約 を 所 管 す る  

  市 の 発 注 部 署  

 (2) 受 注 者  次 の い ず れ に も 該 当 す る も の を い う 。  

  ア  建 設 工 事 請 負 契 約 に 基 づ き ， 市 に 対 し て 仕 事 の 完 成 を 約 し  

   た 者  

  イ  前 号 ア に 対 す る 次 の 第 ３ 号 の 債 権 の 譲 渡 人 と な る 者  

 (3) 請 負 契 約  受 注 者 が 市 に 対 し て 仕 事 の 完 成 を 約 し た 請 負 契 約  

 (4) 債 権  建 設 工 事 請 負 契 約 に 基 づ き ， 市 が 受 注 者 に 対 し て 履 行  

  す る 工 事 請 負 代 金  

 (5) 貸 付 事 業 を 行 う 者  次 の い ず れ に も 該 当 す る も の を い う 。  

  ア  事 業 協 同 組 合 （ 中 小 企 業 等 協 同 組 合 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第  

   １ ８ １ 号 第 ３ 条 第 １ 号 に 規 定 さ れ た も の を い う 。 ） 又 は ， 一  

   般 財 団 法 人 建 設 業 振 興 基 金 （ 以 下 「 振 興 基 金 」 と い う 。 ） が  

   被 保 証 者 と し て 適 当 と 認 め る 事 業 者 で あ っ て ， 請 負 業 者 へ の  

   資 金 の 供 給 の 円 滑 化 に 資 す る 資 金 の 貸 付 事 業 （ 中 小 ・ 中 堅 元  

   請 建 設 業 者 に 対 す る 電 子 記 録 債 権 （ 電 子 記 録 債 権 法 （ 平 成 １  

   ９ 年 法 律 第 １ ０ ２ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 電 子 記 録 債 権  



 

   を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 発 行 及 び 特 定 目 的 会 社 に 対 す る 電 子  

   記 録 債 権 発 行 に 関 す る 指 示 を 含 む 。 ） を 行 う 者  

  イ  第 ２ 号 イ に 関 し て ， 債 権 の 譲 受 人 に な る 者  

 （ 債 権 の 譲 渡 を 可 と す る 対 象 工 事 ）  

第 ３ 条  市 が 発 注 す る 建 設 工 事 の う ち ， 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当

し な い も の を 対 象 と す る 。  

 (1) 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７ 条 の  

  １ ０ 第 １ 項 又 は 第 １ ６ ７ 条 の １ ０ の ２ 第 ２ 項 に 基 づ く 低 入 札 価  

   格 調 査 の 対 象 と な っ た 工 事  

 (2) 履 行 保 証 を 付 し た も の の う ち ， 市 が 役 務 保 証 を 必 要 と す る 工  

  事  

 (3) 受 注 者 の 施 工 す る 能 力 に 疑 義 が 生 じ て い る な ど 債 権 の 譲 渡 を

承 諾 す る に 当 た っ て ， 市 長 が 不 適 当 と 認 め る 事 由 が あ る 工 事  

２  債 権 譲 渡 の 承 諾 は ， １ 請 負 契 約 に つ い て １ 回 と す る 。  

 （ 譲 渡 す る 債 権 の 範 囲 ）  

第 ４ 条  受 注 者 が 譲 り 渡 す 債 権 は ， 請 負 契 約 の 履 行 が 完 了 し た 場 合

に お い て ， 請 負 契 約 に 係 る 契 約 書 （ 以 下 「 契 約 書 」 と い う 。 ） 約

款 第 ３ ２ 条 第 ２ 項 の 検 査 に 合 格 し ， 引 渡 し を 受 け た 出 来 形 の 部 分

に 相 応 す る 請 負 代 金 額 か ら ， 既 に 支 払 い を し た 前 払 金 ， 中 間 前 払

金 及 び 部 分 払 金 並 び に 請 負 契 約 に よ り 発 生 す る 市 の 請 求 権 に 基 づ

く 金 額 を 控 除 し た 額 の 全 額 と す る 。  

  た だ し ， 請 負 契 約 が 解 除 さ れ た 場 合 に お い て は ， 契 約 書 約 款 第

５ ４ 条 第 １ 項 の 出 来 形 部 分 の 検 査 に 合 格 し ， 引 渡 し を 受 け た 出 来

形 部 分 に 相 応 す る 債 権 の 額 か ら 既 に 支 払 い を し た 前 払 金 ， 中 間 前

払 金 及 び 部 分 払 金 並 び に 請 負 契 約 に よ り 発 生 す る 違 約 金 等 の 市 の

請 求 権 に 基 づ く 金 額 の う ち ， 工 事 履 行 保 証 契 約 等 で 確 保 さ れ な か

っ た 金 額 を 控 除 し た 額 の 全 額 を 譲 渡 さ れ る 債 権 額 と す る 。  

２  請 負 契 約 の 変 更 に よ り ， 債 権 の 額 に 増 減 が 生 じ た 場 合 は ， 受 注

者 が 貸 付 事 業 を 行 う 者 へ 債 権 を 譲 渡 す る こ と を 証 し た 書 面 （ 電 磁

的 記 録 （ 電 子 的 方 式 ， 磁 気 的 方 式 そ の 他 の 人 の 知 覚 に よ っ て は 認

識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ っ て ， 電 子 計 算 機

に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 ） を も っ て 作 成 さ れ

た も の を 含 む 。 ） に 記 載 さ れ た 債 権 の 額 及 び 債 権 の 譲 渡 額 は ， 増



 

減 が 生 じ た 後 の 額 と す る 。  

 （ 債 権 の 譲 渡 先 ）  

第 ５ 条  債 権 の 譲 渡 先 は ， 貸 付 事 業 を 行 う 者 に 限 る 。  

 （ 債 権 の 譲 渡 の 承 諾 ）  

第 ６ 条  市 が 受 注 者 に 対 し て 債 権 の 譲 渡 を 承 諾 す る 時 期 は ， 請 負 契

約 に 係 る 工 事 の 出 来 形 が ， ２ 分 の １ 以 上 に 到 達 し た と 認 め ら れ た

日 以 降 と す る 。  

  な お ， 承 諾 に 当 た っ て の 出 来 形 の 確 認 に つ い て は ， 工 事 履 行 報

告 書 （ 様 式 第 １ 号 ） の 受 領 を も っ て 足 り る こ と と す る 。  

 （ 債 権 の 譲 渡 の 承 諾 申 請 ）  

第 ７ 条  債 権 の 譲 渡 の 承 諾 を 依 頼 し よ う と す る 受 注 者 は ， 次 の 各 号

に 掲 げ る 書 面 （ 電 磁 的 記 録 で 作 成 さ れ た も の に つ い て は ， 書 面 で

出 力 し た も の 。 ） を 発 注 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

  な お ， 書 面 の 提 出 に つ い て は ， 発 注 者 に 直 接 提 出 す る 方 法 に 限

る 。  

 (1) 債 権 譲 渡 承 諾 依 頼 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  １ 通  

 (2) 工 事 履 行 報 告 書 （ 様 式 第 １ 号 ）  １ 通  

 (3) 様 式 第 ３ 号 に 準 拠 し た 締 結 済 の 債 権 譲 渡 契 約 証 書 の 写 し  １  

  通  

 (4) 第 １ 号 の 書 面 に 押 印 さ れ た 印 鑑 に 関 す る 登 記 官 が 作 成 し た 証  

  明 書  各 １ 通 （ 受 注 者 及 び 貸 付 事 業 を 行 う 者 に つ い て の 印 鑑 証

明 書 で あ っ て ， 作 成 後 ３ か 月 以 内 の も の に 限 る 。 ）  

   な お ， 登 記 所 へ 印 鑑 を 提 出 し て い な い 者 に 関 す る 第 １ 号 の 書  

  面 に 押 印 す る 印 鑑 は ， 市 区 町 村 長 に 提 出 し て い る 印 鑑 を 押 印 す  

  る も の と し ， 提 出 す る 書 面 に つ い て は ， 当 該 印 鑑 に 係 る 市 区 町  

  村 長 が 作 成 し た 証 明 書 及 び 押 印 し た 者 に 係 る 会 社 の 登 記 事 項 証  

  明 書 と す る （ い ず れ の 証 明 書 も 作 成 後 ３ か 月 以 内 の も の に 限  

  る 。 ） 。  

 (5) 契 約 保 証 金 相 当 額 を 保 険 又 は 保 証 に よ っ て 担 保 さ れ て い る 請  

  負 契 約 で ， 保 険 又 は 保 証 約 款 等 に よ り 債 権 の 譲 渡 に つ い て 承 諾  

  が 義 務 付 け ら れ て い る 場 合 は ， 保 険 者 又 は 保 証 者 に よ る 必 要 な  

  承 諾 を 受 け て い る 旨 を 証 す る 書 面  １ 通  

 （ 債 権 譲 渡 の 承 諾 基 準 ）  



 

第 ８ 条  債 権 譲 渡 は ， 別 表 の 各 項 目 全 て が 確 認 さ れ た 場 合 に 承 諾 す

る も の と す る 。  

 （ 債 権 の 譲 渡 の 承 諾 ）  

第 ９ 条  債 権 の 譲 渡 の 承 諾 は ， 契 約 主 管 課 長 が 行 う も の と し ， 第 ７

条 に よ る 債 権 譲 渡 の 承 諾 申 請 書 類 の 提 出 を 受 け た 後 ， 第 ８ 条 別 表

の 事 項 を 確 認 し た 上 で ， 債 権 譲 渡 承 諾 書 (様 式 第 ４ 号 )を ３ 通 作 成

し ， 債 権 の 譲 渡 人 及 び 債 権 の 譲 受 人 に そ れ ぞ れ １ 通 を 交 付 す る 。  

  な お ， 残 り の 債 権 譲 渡 承 諾 書 及 び そ の 他 の 申 請 書 類 等 に つ い て

は 契 約 主 管 課 で 保 管 す る 。  

２  前 項 の 承 諾 は ， 債 権 譲 渡 承 諾 依 頼 書 等 の 提 出 を 受 け た 後 ， 遅 滞

な く 行 う も の と す る 。  

３  第 １ 項 に よ り 債 権 の 譲 渡 を 承 諾 し た 場 合 は ， 直 ち に 債 権 譲 渡 整

理 簿 （ 様 式 第 ５ 号 ） に 記 載 す る 。  

４  発 注 者 は ， 第 １ 項 に よ り 交 付 し た 後 に 残 っ た 債 権 譲 渡 承 諾 書 の

写 し を 当 該 工 事 の 支 出 負 担 行 為 伝 票 に 支 出 証 拠 書 類 と し て 添 付 す

る 。  

 （ 債 権 の 譲 渡 の 不 承 諾 ）  

第 １ ０ 条  次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は ， 債 権 の 譲 渡 に つ い て ，

承 諾 を 行 わ な い も の と す る 。  

 (1) 第 ７ 条 で 定 め る 債 権 の 譲 渡 に 必 要 な 書 類 の 提 出 が 無 い と き 。  

 (2) 第 ８ 条 別 表 の 各 項 目 の 確 認 が で き な い と き 。  

２  前 項 の 不 承 諾 の 判 断 を し た と き は ， 速 や か に ， 債 権 譲 渡 不 承 諾

通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 通 知 す る と と も に ， 債 権 譲 渡 整 理 簿

に そ の 旨 を 記 載 す る 。  

 （ 請 負 契 約 に 係 る 工 事 の 出 来 形 の 確 認 ）  

第 １ １ 条  融 資 制 度 に お け る 債 権 譲 渡 契 約 の 締 結 や 融 資 審 査 手 続 等

に お い て 請 負 契 約 に 係 る 工 事 の 出 来 形 の 確 認 が 必 要 な 場 合 は ， 債

権 の 譲 受 人 が 当 該 出 来 形 の 確 認 を 行 う も の と す る 。  

２  前 項 の 出 来 形 の 確 認 を 行 う に 当 た り ， 現 場 確 認 の 必 要 が あ る 場

合 に は ， 債 権 の 譲 受 人 は ， 工 事 出 来 形 確 認 協 力 依 頼 書 （ 様 式 第 ７

号 ） を 発 注 者 に 対 し て 提 出 す る も の と す る 。  

３  前 項 の 工 事 出 来 形 確 認 協 力 依 頼 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 は ， 工 程

に 支 障 の な い 範 囲 内 で 工 事 現 場 へ の 立 入 り を 承 認 す る も の と す る 。  



 

 （ 融 資 実 行 の 通 知 ）  

第 １ ２ 条  債 権 の 譲 渡 人 及 び 債 権 の 譲 受 人 は ， 債 権 の 譲 渡 が あ っ た

後 に 融 資 が 実 行 さ れ た と き は ， 発 注 者 に 対 し て 融 資 実 行 報 告 書

（ 様 式 第 ８ 号 ） を 速 や か に 提 出 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 通 知 を 受 領 し た 発 注 者 は ， 債 権 の 譲 受 人 が 指 定 し た と こ

ろ に よ り ， 口 座 振 替 の 方 法 に よ り 債 権 の 履 行 を 行 う 。  

 （ 債 権 の 譲 受 人 の 請 求 ）  

第 １ ３ 条  債 権 の 譲 受 人 は ， 請 負 契 約 に 定 め ら れ た 検 査 等 の 所 定 の

手 続 を 経 て ， 部 分 払 金 及 び 請 負 代 金 （ 以 下 「 請 負 代 金 等 」 と い

う 。 ） の 額 が 確 定 し た 場 合 に 限 り ， 債 権 の 履 行 を 請 求 す る こ と が

で き る 。  

  な お ， 債 権 の 譲 渡 人 は ， 第 ９ 条 に 規 定 す る 承 諾 の 後 に お い て は ，

市 に 対 し て 債 権 の 履 行 を 請 求 す る こ と が で き な い 。  

２  債 権 の 譲 受 人 は ， 請 負 契 約 に 基 づ き 確 定 し た 債 権 の 履 行 を 請 求

す る と き は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 面 を 発 注 者 に 対 し 提 出 す る も の

と す る 。  

 (1) 工 事 請 負 代 金 請 求 書 （ 様 式 第 ９ 号 ）  １ 通  

 (2) 市 の 承 諾 印 押 印 済 み の 債 権 譲 渡 承 諾 書 の 写 し  １ 通  

 (3) 債 権 譲 渡 契 約 証 書 の 写 し  １ 通  

 （ 不 正 時 の 対 応 ）  

第 １ ４ 条  融 資 制 度 又 は 債 権 の 譲 受 人 の 監 督 庁 ， 振 興 基 金 若 し く は

捜 査 機 関 等 が ， 受 注 者 や 債 権 の 譲 受 人 が 融 資 制 度 に 関 し 不 正 を 行

っ た と 認 め る と き は ， 市 は ， 当 該 不 正 を 行 っ た 受 注 者 又 は 債 権 譲

受 人 を 第 ５ 条 の 規 定 に か か わ ら ず ， 債 権 の 譲 渡 人 又 は 債 権 の 譲 受

人 の 対 象 か ら 除 外 す る も の と す る 。  

２  受 注 者 や 債 権 の 譲 受 人 が 市 に 提 出 し た 書 面 が 明 ら か に 内 容 の 虚

偽 ， 偽 造 又 は 改 ざ ん が な さ れ た 不 正 な も の で あ っ た と き は ， 市 は ，

融 資 制 度 及 び 債 権 譲 受 人 の 監 督 庁 ， 振 興 基 金 並 び に 捜 査 機 関 に そ

の 事 実 を 通 報 す る も の と す る 。  

 （ 電 子 記 録 債 権 を 活 用 し た ス キ ー ム に 係 る 特 則 ）  

第 １ ５ 条  融 資 制 度 に 係 る 債 権 譲 渡 の 事 務 処 理 の う ち ， 電 子 記 録 債

権 を 活 用 し た ス キ ー ム に 係 る 事 務 処 理 に つ い て は ， 次 の 各 号 の と

お り 取 り 扱 う 。  



 

 (1) 第 １ ２ 条 に つ い て は ， 次 の と お り 読 み 替 え る 。  

    （ 債 権 譲 渡 実 行 の 通 知 ）  

   第 １ ２ 条  債 権 譲 渡 人 及 び 債 権 譲 受 人 は ， 第 ９ 条 第 １ 項 の 承  

    諾 後 ， 債 権 譲 受 人 を 債 務 者 と し ， 債 権 譲 渡 人 を 債 権 者 と す  

    る 電 子 記 録 債 権 を 発 行 さ せ ， 債 権 譲 渡 人 が こ れ を 受 け 取 っ  

    た 場 合 に は ， 速 や か に 連 署 に て ， 発 注 者 に 債 権 譲 渡 実 行 報  

    告 書 （ 様 式 第 ８ 号 の ２ ） を 提 出 す る も の と す る 。  

   ２  発 注 者 は ， 債 権 譲 渡 実 行 報 告 書 を 受 領 し た 場 合 は ， 以 後  

    の 工 事 請 負 代 金 の 支 払 を 債 権 譲 受 人 が 指 定 し た 口 座 に 行 う  

    も の と す る 。  

 (2) 前 条 ま で の う ち ， 様 式 第 ２ 号 ， 様 式 第 ３ 号 ， 様 式 第 ４ 号 及 び  

  様 式 第 ８ 号 と あ る の は ， そ れ ぞ れ 様 式 第 ２ 号 の ２ ， 様 式 第 ３ 号  

  の ２ ， 様 式 第 ４ 号 の ２ 及 び 様 式 第 ８ 号 の ２ と 読 み 替 え る 。  

 

   附  則  

 こ の 要 領 は ， 令 和 ５ 年 ２ 月 ６ 日 か ら 施 行 し ， 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日  

ま で の 間 に 限 り 効 力 を 有 す る 。  

 

 



 

（ 第 ８ 条 別 表 ）  

地 域 建 設 業 経 営 強 化 融 資 制 度 に 係 る チ ェ ッ ク リ ス ト  

 工 事 名                       受 注 者                  

 

               申 請 書 類 の 受 領 （ 令 和   年    月    日 ）  

  チ ェ ッ ク  

１  債 権 譲 渡 の 対 象 工 事     

  第 ３ 条 に 定 め ら れ て い る 対 象 工 事 の 要 件 を 満 た し て い る 。    

２  申 請 書 類     

  ( 1 )  債 権 譲 渡 承 諾 依 頼 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）    

    ア  指 定 の 様 式 （ 様 式 第 ２ 号 ） を 使 用 し て い る 。     

    

イ  工 事 請 負 契 約 書 の 記 載 内 容 （ 受 注 者 ， 工 事 名 ， 工 事 場 所 ， 工  

 期 ） と 一 致 す る 。 受 注 者 が 共 同 企 業 体 の 場 合 ， 当 該 企 業 体 の 名  

 称 及 び 代 表 者 並 び に 構 成 員 の 住 所 及 び 氏 名 の 記 載 が あ る こ と 。  

  

    ウ  工 事 請 負 契 約 は 解 除 さ れ て い な い 。    

    
エ  譲 受 人 は （ 一 財 ） 建 設 業 振 興 基 金 か ら 債 務 保 証 を 受 け ら れ る  

 団 体 で あ る 。  
  

    オ  請 負 代 金 額 ， 前 払 金 額 ， 既 部 分 払 金 額 ， 債 権 譲 渡 額 に 誤 り が

な い 。  

  

    カ  譲 渡 人 及 び 譲 受 人 の 印 影 は ， 印 鑑 証 明 書 と 相 違 が な い 。    

  ( 2 )  債 権 譲 渡 契 約 証 書 （ 様 式 第 ３ 号 ）    

    ア  内 容 が 様 式 第 ３ 号 に 準 拠 し た 契 約 証 書 で あ る 。    

    イ  譲 渡 人 ， 譲 受 人 が 様 式 第 ２ 号 と 一 致 す る 。    

    ウ  第 １ 条 第 １ 項 ( 1 )～ ( 7 )が 様 式 第 ２ 号 と 一 致 す る 。    

    エ  譲 渡 人 及 び 譲 受 人 の 印 影 は ， 印 鑑 証 明 書 と 相 違 が な い 。    

  ( 3 )  譲 渡 人 及 び 譲 受 人 の 印 鑑 証 明 書    

  ( 4 )  工 事 履 行 報 告 書 （ 様 式 第 １ 号 ）    

    工 事 進 捗 率 が ２ 分 の １ 以 上 で あ る 。    

  ( 5 )  保 険 者 又 は 保 証 者 の 承 諾 書 （ 保 険 又 は 保 証 約 款 等 に お い て 必 要  

 と さ れ る 場 合 ）  

  

                       ↓  
        債 権 譲 渡 承 諾 の た め の 決 裁 手 続  
                       ↓   
        債 権 譲 渡 整 理 簿 （ 様 式 第 ５ 号 ） の 整 理  
                       ↓   



 

  チ ェ ッ ク  

３  債 権 譲 渡 承 諾 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） の 発 行     

  承 諾 日 と 確 定 日 が 同 日 と な っ て い る か 確 認 し ， ３ 通 作 成 の 上 ， う ち  

２ 通 を 交 付 す る 。  

  

４  融 資 （ 債 権 譲 渡 ） 実 行 の 通 知 （ 譲 受 人 か ら 譲 渡 人 へ 融 資 （ 債 権 譲

渡 ） が 実 行 さ れ た と き ）   

  

  融 資 （ 債 権 譲 渡 ） 実 行 報 告 書 （ 様 式 第 ８ 号 ）     

    譲 渡 人 ， 譲 受 人 ， 債 権 譲 渡 の 表 示 が 様 式 第 ２ 号 と 一 致 す る 。     

↓  

  チ ェ ッ ク  

５  工 事 請 負 代 金 の 請 求 書 類 の 受 領 （ 令 和   年   月   日 ）    

  ( 1 )  工 事 請 負 代 金 請 求 書 （ 様 式 第 ９ 号 ）    

 ( 2 )  債 権 譲 渡 承 諾 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） の 写 し   

 ( 3 )  債 権 譲 渡 契 約 証 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） の 写 し   

 


